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－1－ 

沖縄総合事務局農林水産部施設機械工事等検査技術基準 

 

１．目 的 

この基準は、沖縄総合事務局農林水産部請負契約等検査要領第12 条の規定に基づ

いて、施設機械工事等の検査に必要な技術的事項を定め、以って、検査の適切な実施

を図ることを目的とする。 

 

２．適 用 

この基準は、沖縄総合事務局農林水産部農村振興課及び国営土地改良事業（務）所

が所掌する直轄農業農村整備事業における施設機械工事等に係る既済部分検査、完成

検査に適用する。 

 

３．検査の内容 

検査は、当該工事の出来高を対象として、関係書類に基づき、工事の実施状況、出

来形、品質等について、合否の判定を行うものとする。 

（１）工事の実施状況の検査は、出来形管理、品質管理その他の実施状況に関する各

種の記録（写真による記録を含む）と、契約書、仕様書、承諾図書（製作据付仕

様書、設計図面、設計計算書等）、その他関係書類を対比し、別表第１により行

うものとする。 

（２）工事の出来形及び品質の検査は、原則として、実施で行うものとし、位置、出

来形、品質について、契約書、仕様書、承諾図書その他関係書類と対比して別表

第２により行うものとする。 

ただし、実施検査で確認ができない部分については、工場で行った試験成績書

又は施工管理記録により確認するものとする。 

（３）工事の出来形数量及び設備全体の機能は、工事の出来形、品質性能の検査の結

果に基づき、出来形図、承諾図書又は完成図書等により確認するものとする。 

 

４．検査の合格判定の基準等 

検査の合格又は不合格の判定基準及び不合格の場合における処置は次の各号による

ものとする。 

（１）合 格 

ア 出来形、品質等がすべて承諾図書等の内容を満足し、かつ別表第２の基準を

満足する場合。 

イ 測定値がすべて別表に定める規格値を満足する場合。 

ウ 測定値の一部が規格値の範囲を超えているが、構造及び機能に支障ないと判

断される場合。 

（２）不合格 

品質及び測定値が前項各号に該当しない場合。 

（３）不合格の場合の処理 

前項に該当する場合は、契約担当官等に報告するものとする。 

 

附 則 

この要領は、令和４年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和８年３月２３日から施行する。 



 


































































































